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　　　　～空き家の利活用を考えませんか？～
　　　　　空き家バンクを開設しました

問未来開発課 移住定住係　撒（57）4178

　「野木町空き家バンク」は利用可能な空き家の登録情報を公開し、空き家を売りたい・貸したい方と
買いたい・借りたい方とのマッチングを行うものです。

　媒介（仲介）は町と空き家バンクの協定を締結した公益社団法人栃木県宅地建物取引業協会から選ばれ

た宅地建物取引業者が契約交渉を行いますので安心してご利用できます。

　是非ご活用ください！物件登録・利用登録お待ちしております！

空き家
バンク

（野木町役場）

物件登録
情報発信

 ③交渉・契約　
　  交渉・契約手続きは媒介業者を通して当事者間で行っていただきます。
　  ※成約時には宅地建物取引業法に基づく媒介手数料が発生します。

②希望物件申込み：申込書を町へ提出

空家等の所有者
（売りたい人・貸したい人）

①登録申込み：申請書を町へ提出

②物件登録：調査後、正式に登録

①登録申込み：申請書を町へ提出

利用者
（買いたい人・借りたい人）

（公社）栃木県宅地建物取引業協会【協力媒介業者】

空家バンクの流れ

●登録対象となる空き家
　町内に存する一戸建ての住宅で、住居として利用可能な住宅（併用住宅を含む）及びその敷地
　※空き家バンクへの登録可否の判定は、登録要件や書類・現地調査等により総合的に判断します。
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詳しく見たい場合

協　定

公益社団法人栃木県宅地建物取引業協会
と協定を締結しました

２月１２日に野木町は公益社団法人栃木県宅地建物
取引業協会と「野木町空き家バンク」媒介に関す
る協定の調印式を行いました。
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空家等の適正な管理に
ご協力ください

　平成２６年１１月に公布された「空家等対策の推進に関する特別措置法」で「空家等の所有者又は管理
者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう自らの責任において適切な管理に努めるものとする」

と規定されました。

　空家等を所有・管理している方は、近隣のご迷惑にならないよう適切な管理をお願いいたします。

適正な管理の例

・建物や塀の点検・修繕等

・敷地内の植木の剪定や草刈り

・不審者が侵入できないよう施錠の徹底

・害虫等が発生しないよう点検

・燃えやすい物等を屋外に置かないなど、　

　敷地内の清掃及び整理整頓

注意！管理不全な空家等について

　適切に管理されていない空家等が「特定空家等」に認定された場合、所有者又は管理者に対して、法
律に基づいた措置として、「助言・指導」「勧告」「命令」「代執行」などの措置を行うことができると規

定されています。「指導・助言」を受けた後も改善されず「勧告」された特定空家等の敷地は固定資産

税を減額する特例（住宅用地特例）から除外されますのでご注意ください。

立入調査等
（法第9条）

特定空家等
認定

助言・指導
（法第１４条第１項）

勧　　　告
（法第１４条第２項）

命　　　令
（法第１４条第３項）

代執行
（法第１４条第９項）
（法第１４条第１０項）

【「特定空家等」認定後の流れ】
※法：空家等対策の推進に関する特別措置法

勧告を受けた所有者は町に対して意見書の提出・

意見聴取の請求を行うことができます

（法第１４条第 4項・法第１４条 5項）

住宅用地の特例（固定資産税の減額）から除外

自分で管理することが難しい方は・・・

シルバー人材センターによる空家等管理業務（有料）もあります
　野木町は空家等の適正管理を推進し、管理不全な状態になることを防止するため、公益社団法人野木
町シルバー人材センターと協定を締結し、同センターが実施している空家等管理業務を選択肢のひとつ
として紹介しております。

見積りの相談等は直接、野木町シルバー人材センターへ  撒0280（56）2137
  業務内容　空家等の見回り・除草、植木の剪定（樹高４ｍ、幹の太さ２０㎝未満）等


